
申請者名 所在地 事業所名 運営指導日 文書による指導の内容
指導に対する

是正状況
備　考

特定非営利
活動法人れ
いほくの里
どんぐり

土佐町 れいほくの
里どんぐり

R7.6.27 　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」
という。）を開催していないこと及び感染症及び食
中毒の予防及びまん延の防止のための指針（以下
「指針」という。）を整備していないことが認めら
れた。
　感染対策委員会を定期的に開催し、指針を整備す
るとともに、従業者に対し、感染症の予防及びまん
延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する
こと。

改善中

特定非営利
活動法人わ
くわくライ
フステージ

佐川町 こじゃんと
はたら来家
さかわ

R7.7.15 特になし

株式会社
コーセー

南国市 就労支援セ
ンターコー
ケン第二

R7.8.8 特になし

社会福祉法
人土佐厚生
会

大豊町 障害者就労
継続支援Ｂ
型ワークセ
ンター
ファースト

R7.9.1 特になし

社会福祉法
人さくら福
祉事業会

四万十町 就労継続支
援Ｂ型事業
所「やまび
こ」

R7.10.7 　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の指針がないため、整備すること。

改善済

一般社団法
人こうち絆
ファーム

安芸市 多機能型事
業所ＴＥＡ
Ｍあき

R7.11.11
R7.11.27

　事業所における工賃の支払状況について、作業実
績の記録と突合した結果、実績どおりの工賃が支払
われていない事例が複数認められた。
 ついては、当日確認したもの以外も自主精査のう
え、未払いが発生している者には追加支払等の措置
を講じるとともに、発生原因を分析し、再発防止策
を策定すること。

改善中 

社会福祉法
人一条協会

四万十市 四万十工房 R7.11.14 特になし

特定非営利
活動法人ニ
コの種

黒潮町 共同作業所
ニコの種

R7.11.19 　送迎加算（Ⅱ）の要件を満たしていないにも関わ
らず、算定している事例が認められた。
　自主精査のうえ、要件を満たしていない事例につ
いては、過誤請求など必要な措置を講じること。

改善中 
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